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第 1 経歴等
1 私は、昭和41年 3月 、福井大学工学部応用物理学科卒業後、大阪大学大学院工
学研究科応用物理学専攻修士課程に進学し、昭和43年 3月 、同課程を修了しまし
た。その後、平成 8年、各種機器の不要電波の測定法に関する研究により、東京工

業大学から博士号を取得しております。

昭和43年、郵政省電波研究所 (後の郵政省通信総合研究所、場在の独立行政法
人情報通信研究機構)に入所いたしました。同研究所では、電磁環境研究室長、較
正検定課長、標準測定部長、関東支所長、電磁波技術部長を経て、平成 9年、総合

研究官に就任いたしました。平成 11年、郵政省通信総合研究所を退職し、同年、
東北大学電気通信研究所教授となり、平成 19年 3月 31日、定年により退職いた
しました。現在は、東北大学名誉教授、独立行政法人情報通信研究機構EMCプロ
グラムコーディネーター、財団法人テレコムエンジニアリングセンター参与 (技術

顧問)を務めております。
また、昭和 54年以降、後述します国際無線障害特別委員会 (CISPR(シ ス
プル))の SC― A(A小委員会 :無線周波妨害波測定及びこれに係る統計的手法
を検討する小委員会)のエキスパートやプロジェクトリーダーとして、国際規格で

あるCISPR規 格の作成に従事しているほか、平成 17年から同20年までの間、
CISPRの 運営委員会の構成員として、CISPRそ のものの運営にも関与させ
ていただきました。更に、昭和 57年以降、郵政省電波技術審議会 (■在の総務省
情報通信審議会情報通信技術分科会)CISPR委 員会の専門委員および主査代理
を務め、平成 16年から本年 1月 まで同委員会の主査として、通信・放送システム
の無線障害を引き起こす各種機器の不要電波 (電磁妨害波)の規制に関する国内規

格の策定に従事いたしました。

なお、CISPRと は、無線障害の原因となる各種機器からの電磁妨害波に関し、
その許容値と測定法を国際的に合意することによつて国際貿易を促進することを目

的として昭和 9年 (1934年)に設置された国際組織で、電波監理機関、放送・
通信事業者、産業界、大学・研究機関などからなる各国代表、さらに無線妨害の抑
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